
電子入札案件に紙入札により参加する場合の注意事項 

 

 

電子入札システムを利用して入札を行うためには、IC カードの取得（購入）や利用者登

録などの事前準備が必要となることから、別記のとおり紙入札書による入札も可能とする

期間（経過措置期間）を設定しております。 

つきましては、電子入札案件に紙入札により参加する場合の注意事項を下記のとおり 

取りまとめました。従来の紙入札とは異なる点がございますので、紙入札による入札を 

予定している事業者の方におかれましては、必ずご一読くださいますようお願い申し上 

げます。 

なお、この注意事項につきましては、今後のシステムの運用状況に伴い逐次改定する 

ものとします。 

 

1. 紙入札書の提出方法について 

・従来の入札書ではなく、紙入札書（様式第２号）を提出してください。 

・紙入札書は、郵送又は窓口で提出してください。 

・受付後の紙入札書の差し替え、変更、撤回はできません。 

・提出期限までに紙入札書が未着の場合は辞退とみなします。 

・郵送の場合、封筒は、外封筒（郵送用）と内封筒（入札書封入用）の二重封筒として

くだい。また、外封筒表面には、「件名」とあわせて「入札書在中」と記載してくだ

さい。 

 

2. 紙入札書の提出期間について 

入札通知および入札公告をご確認ください。 

 

3. くじ番号の記載について 

電子入札への移行により、原則として会場での開札は行いません。予定価格及び最

低制限価格の範囲内で最低額の入札が複数あった場合につきましては、従来のくじ棒

によるくじ引きを行うことができませんので、今後は電子入札システムの機能である

「電子くじ」により、落札者又は落札候補者を決定いたします。 

つきましては、 紙入札者が電子くじに参加することができるよう、紙入札書に電子

くじ番号（任意の３桁の数字）を記載のうえ入札書を提出してください。 

なお、紙入札書にくじ番号の記載がない場合、または記載されたくじ番号が判読で

きない場合等につきましては、入札執行者が任意の電子くじ番号を登録するものと

し、当該紙入札書を提出した入札者は、その登録されたくじ番号について異議を申し



立てることができないものとします。 

 

4. 紙入札方式参加申請書の提出について 

電子入札案件に紙入札により参加する場合は、紙入札方式参加申請書（様式第１

号）の提出により町の承諾を得てください。経過措置期間中も含め、入札を予定して

いる案件につきましては必ずご提出ください。 

 

提出先、提出方法及び提出期間は下記のとおりです。 

① 提 出 先：御代田町役場 企画財政課 財政係 

②  提出方法：郵送または持参により提出してください。 

③  提出期間：公告日・指名通知日～公告又は指名通知記載の提出期日までに到着   

したもの 

 

※紙入札方式参加申請書の提出がない業者から提出された紙入札書につきましては、

無効といたしますので、十分にご注意ください。 

 

5. 入札結果について 

入札の結果は、落札者決定後、落札者にのみ、電話等でお知らせします。 

なお、入札結果については、入札情報システム及び財政係窓口において閲覧すること

ができます。 

 

 

 

 



様式第１号（第８条関係）

　    　　　年　　　月　　　日

　　御　代　田　町　長　　 様

入　　 札 　　人

住　　 　　　  所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 　　　　　　　印

　　下記の電子入札案件について、電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札に

　よる参加を申請します。

記

電子入札システムを利用でき
ない理由

紙入札参加申請書

工 事 （ 業 務 ） 名

工 事 （ 業 務 ） 箇 所



様式第２号（第８条関係）

　紙　入　札　書

　    　　　年　　　月　　　日

　　御　代　田　町　長　　 様

入　　 札 　　人

住　　 　　　  所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 　　　　　　　印

　縦覧に供せられた建設工事請負(委託)契約書(案)、設計図書及び入札心得並びに現場を熟覧し、

独占禁止法等に抵触する行為を行っていないことを確認した上で、下記のとおり入札します。

記

工 事 （ 業 務 ） 名

工 事 （ 業 務 ） 箇 所

入 札 金 額

く じ 番 号
（３桁の数字を記入してください）

備 考


